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ヤマハ天草製造カップ 
第１１回 職場（職種団体）対抗 上天草市ナイターサッカー大会 開催要項 

 
 
大会趣旨    上天草市におけるサッカーの裾野の拡大を目指し、普段本格的にサッカーをやって

いない市民にもサッカーを楽しんでもらうことを目的とし、企業や職場、各種団体

でのサッカーの普及を図るため、勤労者を対象にしたナイターサッカー大会を開催

する。同時に、市サッカー協会の活動に理解を深めてもらい協会の更なる発展を図

る。また、第８回大会から市内の代表的誘致企業のヤマハ天草製造様が、大会趣旨

に賛同し優勝カップを寄贈していただいたことを受け、サッカーを通して誘致企業

に働く勤労者の親睦の場ともします。 

 
開催日時    令和元年７月３１日、８月２日、７日、９日（４日間）雨天決行。参加チーム数が

増加した場合は追加日程あり。 
  午後８時～午後１０時 

開催場所    上天草市松島総合運動公園サッカー場 
参加資格  （１）一般の勤労者で、上天草市内の企業・職場単位、または上天草市在住者が勤め

る企業・職場単位で作ったチーム。なお、個人事業者は同業種の組合・団体（４

Ｈクラブや建築組合など）でもよい。同業種であれば合同チームも可。 
（２）参加選手が市内の方なら他市町の企業でも参加できる。また市内の企業なら従

業員が市外の方でも参加できる。 

（３）趣旨に合わないと認められる場合は参加をご遠慮いただく場合がある。例えば、

職業や所属団体（会社）がバラバラの場合や、企業名をつけてもその企業の従

業員や役員でない方の参加や、要件を満たさない、いわゆる助っ人は認められ

ない。 

参加人員  １チームの登録人数は、６人以上。上限は設けない。 
参 加 費    大会運営費として１チーム４，０００円の参加料を申し込み時または監督会議時に

納入する。但し上天草市サッカー協会登録チームは３，０００円とする。抽選会開

催後のキャンセルはいかなる理由であっても参加料の返還はしない。 
申込方法    別紙の参加申込書にて既定の大会申込み先へ申し込む。 
申込締切    令和元年７月１９日（金） 
競技規則    使用するルールは、熊本県６人制サッカー競技規則のほか、別に定める大会特別規

則で行う。大会規則及び６人制サッカー競技規則に定めのない事項は日本サッカー

協会の２０１８／２０１９サッカー競技規則を適用する。 
試合方法  （１）参加チームを数ブロックに分け、リンク戦による各チーム２試合の１次リーグ

を行い、その結果に応じて２次リーグの組み合わせを行う。 
（２）２次リーグの組み合わせは、１次リーグで各ブロックの上位同士、中位同士、

下位同士で組み合わせ、チームレベルを均一化した上で再度リンク戦による各

チーム２試合を行う。 
    （３）１次リーグは勝ち点制とし、勝ち点で順位を決定する。ブロック内で勝ち点

が同じの場合は、２試合の得失点差で勝っている方を上位とし、得失点差が同

じ場合は総得点数が多い方を上位する。なおそれでも同じ場合はくじで順位を

決める。 
（４）２次リーグの２試合にも勝ち点を付与し、総合順位は１次リーグの勝ち点と

２次リーグの勝ち点を合わせた４試合の結果を合計し勝ち点が最も多いチーム

を優勝とする。なお、勝ち点が同じ場合は、１次リーグの順位決定の方法に準

じて４試合の得失点差の合計等で順位を決定する。ただし、総得点まで同じ場

合は両チーム同順位とする。 
（５）不戦敗したチーム、副審を務めなかったチーム、失格したチームは勝ち点で



の順位にかかわらず最下位とする。 
抽選組合    次に定める監督会議時に行う。ただし、リーグ戦で実施する場合や、審判員の配置

等の理由で部分的に配置済みとするチームもある。 
監督会議  令和元年７月２４日（水）午後８時から松島総合センターアロマで組合せ抽選会を

兼ねた監督会議を開催する。どうしても出席できない場合は抽選他、全ての事項を

開催事務局に委任する旨連絡すること。 
審    判    主審は本協会所属の有資格者または協会が依頼した有資格審判者が行うが、副審は

各チームから出していただく。副審の審判資格は必要ない。 
服装用具  （１）ユニホームは特に必要ないが、職場の特徴を活かした仕事着などで参加しても

よい。服装の色等がバラバラの場合は主催者からのビブスを着用する。また、

危険性のないシューズを使用することとし、キーパーは手袋を着用すること。 
（２）試合球は大会本部で準備する。 

表    彰    優勝及び準優勝チームには表彰状を授与する。 
そ の 他  （１）大会中の事故やケガには主催者は一切責任を負わないので各チームで対応する

こと 
（２）この大会要項に違反したチームは失格とする。 
（３）申込書に記載された個人情報は、上天草市サッカー協会個人情報取扱い指針に

基づき取り扱い、大会要項の選手名簿に記載することを了承したものとする。 
（４）大会本部で撮影した写真は、協会のホームページ等広報資料として使用するこ

とがあり、大会中の関係者の肖像権については、大会申込時にその使用を承諾

したものとする。だたしどうしても掲載してもらいたくない場合は、事前に申

し出ること。 
大会役員   

役職 氏名 職務 

大会会長 平田実 
（サッカー協会会長） 大会に関する全ての裁定権を持つ 

担当部会長 島崎克明 
（〃社会人部会理事） 競技会の準備・進行の責任者 

審判委員長 碇憲樹 
（〃審判部会長） 試合中の競技に関する審判統括 

競技役員 米田耕一郎 
（〃社会人部会理事） 担当部会長を補佐し大会の進行を行う 

競技役員 前方正広 
（〃専務理事） 担当部会長を補佐し大会の進行を行う 

 
※ 過去の成績 

回 優勝 ２位 ３位 
第１回 
Ｈ２１ 

ワコールなでしこＦＣ 
（ワコール熊本工場） 

上天草市役所ヤング 
（市役所） 

商工会チェリーボーイズ 
（松島町商工会） 

第２回 
Ｈ２２ 

ワコールなでしこＦＣ 
（ワコール熊本工場） 姫戸福祉会 ヤマハ 

（ヤマハ天草製造） 
第３回 
Ｈ２３ 

市役所大矢野超者１階 
（市役所大矢野庁舎） 

ヤマハ 
（ヤマハ天草製造） 

嵐を呼んだ男 
（市役所松島庁舎） 

第４回 
Ｈ２４ 

上天草警察署Ａ 
（上天草警察署） 

大矢野超者１Ｆ☆ 
（市役所大矢野庁舎） 

佐々木整形外科 
（佐々木整形外科） 

第５回 
Ｈ２５ 

ヤマハ 
（ヤマハ天草製造） 

大矢野超者１Ｆ 
（市役所大矢野庁舎１階） 

いつやるのいまでしょ 
（市役所大矢野庁舎２階） 

第６回 
Ｈ２６ 

上天草教職員 
（市立小中学校） 

ヤマハ 
（ヤマハ天草製造） 

松朗園 
（松朗園） 



第７回 
Ｈ２７ 

上天草教職員 
（市立小中学校） 

大矢野庁舎１・３Ｆ 
（市役所） 

松朗園 
（松朗園） 

第８回 
Ｈ２８ 上天草警察署 ＡＩＤ 

（天草池田電機株式会社） 
ヤマハ 
（ヤマハ天草製造） 

第９回 
Ｈ２９ 上天草警察署 ＡＩＤ 

（天草池田電機株式会社） 市役所経済振興部 

第 10 回 
Ｈ３０ ヤマハサッカークラブ ハンパしかないっす 

（上天草総合病院） 上天草警察署 

 



 
 

大会規則及び熊本県６人制サッカー規則要約 
 
 
[大会規則] 

 

選手登録    選手の登録は６人以上であれば何人でもよい。ただし、他のチームとの二

重登録は認めない。 
選手交代  選手交代はプレー中でもフリーで交代できる。また交代人数の制限は設け

ず、一度交代した選手も再度交代できる。ただし、退場する選手が必ずコ

ートの外に出てから交代する選手は入場数すること。 
試合成立    試合成立人数は４人とする。４人に満たない場合は不戦敗とする。 
試合時間    試合時間は１０分ハーフの２０分とし、ハーフタイムは３分とする。 
警告退場    イエローカード（警告）の取り扱いは、同一試合２枚で退場、累積２枚で

次の試合出場停止。退場した者は次の試合の出場停止。 
ハ ン デ    女性が出場するチームには、ハーフ出場１人あたり１点の得点をハンデと

して加点する。但し、女性と男性で途中交代する場合は、女性が試合時間

の半分以上出場した場合に限る。また、女性が得点した場合は１ゴールに

つき２得点とする。 
      ５０歳以上の男性が得点した場合は１ゴールにつき２得点とする。 
そ の 他  男性の女性へのチャージおよびタックルは反則扱いとする。 
 
 
 
[熊本県６人制サッカー規則要約]（１１人制との相違点） 

 
競  技  場    ○６０m×４０m。ゴールの大きさは一般のサッカーと同じ。 
              ○ペナルティエリアはゴールの中心から半径１５ｍの半円内。 
              ○ゴールエリアはなし。 
オフサイド    ○オフサイドは適用しない。 
得      点    ○ペナルティエリア（半円）の中からシュートしゴールしたもの、ペナ

ルティエリア内のキーパー以外の者に触れてゴールインしたものが得

点となる。ただし、コーナーキックからの直接ゴールは得点とする。

また、オウンゴールはボールの位置に関係なく相手方の得点となる。 
キ ー パ ー         ○ゴールキーパーは手でキャッチしたボールを蹴る（ドリブル含む）こ

とはできない。スローイングのみとなる。 
              ○ゴールキックはゴールライン上にボールを置いて蹴る。 
              ○ペナルティエリアの外からのボールがキーパーに触れてゴールに入

った場合はゴールキックとなる。 
               
 



ルール等についての疑義回答 
 
 
（１）出場資格等について 

 
Ｑ①  同じ会社や職場以外のチームってどんな団体が該当しますか。 

Ａ①  職業が同じ個人の団体、旅館組合や建築組合、管工事組合、農業者・漁業者

の団体です。学校が違う先生が集まって作るなど、既存の団体でなくても今

回だけ作った団体でも可能です。 

 

Ｑ②  中学生や高校生は出場できますか。 

Ａ②  Ｍリーグは中学生から参加可能ですが、今大会は勤労者の向けの大会ですの

で原則として出場できません。ただし、家内工業など労働者として働いてい

る場合はその団体で出場はできます。なおこの場合、手伝い程度の従事は認

められず、賃金をもらってアルバイトしているなど労働力の一員として働い

ていることが条件ですし、夜間の大会ですので保護者の同伴が必要だと考え

ます。 

 

Ｑ③  一人だけ会社がちがいますが、出場してもいいですか。 

Ａ③  職場や会社、職業が違う人は、たとえ助っ人にならないような実力でもいっ

しょに参加することはできません。 

 

 

Ｑ④  市外の会社に勤めている上天草市の者が１０人います。この会社でチームを

作って参加できますか。 

Ａ④  市外の会社でも勤務者が上天草市在住であれば参加できます。ただし、参加

できるのは上天草市在住の者だけで、同じ会社の従業員でも市外の方は参加

できません。 

 

Ｑ⑤  逆に、市内の企業に勤める市外在住者は参加できますか。 

Ａ⑤  市内の企業のチームであれば、その企業の従業員は全員参加できます。 

 

Ｑ⑥  市内に営業所がありますが、営業所の従業員と、出入りしている本社の従業

員とで参加できますか。 

Ａ⑥  本社の従業員が上天草市在住者であれば同じチームで参加できますが、本書

の従業員が市外の方の場合は参加できません。 

 

Ｑ⑦  出場資格の確認はどうするのですか。 

Ａ⑦  申込み時点で明らかに他の職場と分かる方はこちらで確認をとりますが、通

常は申込者を信用して実施します。ただし、他のチームから指摘された場合

は、所属する職場（職業）の一員であることを確認できるものの提示を求め

ます。そこで確認できるまでは以降の試合には出場はできないこととします。

大会当日以降に追加登録される場合はそれらの証明できるものを持参して

おくことをお勧めします。 

 



（２）ユニホーム等服装について 

 
Ｑ①  ユニホームは必要ですか。 
Ａ①  ユニホームがないチームには協会からのビブスを着用してもらいますので、

特に必要はありません。 
 

Ｑ②  めがねは着用してプレーしていいですか。 
Ａ②  他人に危害を加えないめがね等は着用していいですが、それ以外は危険です

のではずしてもらいます。また、ピアスやネックレス、指輪も危険ですので

はずしてもらいます。 
 

Ｑ③  すねあては着用しなければいけませんか。 
Ａ③  つけなくても出場はできることとしますが、怪我防止のため着用をお勧めし

ます。数に限りがありますが、協会でも貸し出しはいたします。 
 

Ｑ④  スパイクなしで出場できますか。 
Ａ④  スパイクなしでも出場はできますが、滑りますのでスパイク着用をお勧めし

ます。なお、野球用の金属製のケン付のスパイク等は使用を禁止します。 
 
 
（３）選手交代について 

 
Ｑ①  一度交代した選手も同じ試合に再度出られるのですか。 
Ａ①  この大会に限っては、何人でも何回でも、同じ人でも交代はＯＫです。 

 
Ｑ②  交代の方法は。 
Ａ②  出る選手が退場した後、入る選手が入場してください。プレー中でもかまい

ませんが、フィールド内には常に６人以下となるように注意し、コートの中央

から入場してください。これを守らない場合は警告（イエローカードの対象）

となります。 
 
 
（４）ルールについて 

 

Ｑ①  １１人制との大きな違いを教えてください。 

Ａ①  オフサイドはありません。キーパーはキャッチしたボールを蹴ってはならず、

投げるのみです。ゴールキックはゴールライン上にボールを置いて蹴ります。

得点は、１５ｍ半径の半円内からのシュートでゴールしたものが得点となりま

す。 

 

Ｑ②  得点は、１５メートルの半円のペナルティエリア内からのシュートでゴール

したときとありますが、それ以外で得点となるケースはありませんか。 
Ａ②  円外からのシュートでも、円内にいる味方や敵（キーパーを除く）に当たっ

て入った場合は得点です。また、コーナーキックからは直接得点することが出

来ます。 
          なお、味方のバックパスなどオウンゴールは円の内外に関係なく相手方の得



点となります。 
 

Ｑ③  今の質問で「キーパーを除く」とありますが、円外のシュートにキーパーが

触った場合はどうなりますか。 
Ａ③  円外のシュートにキーパーが触った場合は、ボールがゴールに入った場合は

ゴールキックとなります。ゴールに入らなかった場合はコーナーキックです。 
キーパーを特別扱いしているのは、キーパーは得点を防ぐため、円の内外微

妙なところにも反応しなければならないためです。 
 

 

（５）女性へのハンデについて 

 
Ｑ①  女性が前半と後半で交代して出場するときのハンデは何点ですか 
Ａ①  ハーフ１人につき１点ですので、２ハーフですので２点になります。この場

合、前後半での交代でなく、例えば後半の５分での交代など、出場時間が増

減しても１試合通して女性が１人出場していれば２点となります。誰が出場

していたかではなく、女性と男性のどちらが出場していたかでハーフごとに

判断します。 
 

Ｑ②  では、前半に２人の女性が出場し、後半から２人とも男性に交代する場合は

ハンデは何点ですか。 
Ａ②  試合の半分以上に女性が２人出場しており、ハンデは２点となります。 

 
Ｑ③  他に女性のプレーでのハンデはありますか。 
Ａ③  女性への男性のチャージ、タックルは反則扱いとします。 

 
 

（６）審判について 

 
Ｑ①  審判はチームから出すのですか。 
Ａ①  主審は協会所属の有資格者が行いますが、副審２人は各チームから出しても

らい、割り当てによって１試合はやってもらいます。審判の資格は問いません。 
 

Ｑ②  副審はなにをすればいいのですか。 
Ａ②  フラッグを協会から受け取り、コートの両サイドで、ボールが外に出たとき

にどちら側のボールかをフラッグで示していただきます。オフサイドはありま

せんので、ラインを走って見る必要はありません。自分がボールを見やすい位

置にいてかまいません。 
余裕があれば、シュートのときボールが半円のラインの中か外か、ボールが

ゴールに入ったかどうかも見てください。 
なお、主審の審判報告書に必要ですので、氏名を主審に報告してください。 
 
 

（７）参加料について 

 

Ｑ①  協会登録者が半分、未登録者半分のチームですが、参加料はどちらが適用さ



れますか。 
Ａ①  登録団体から参加するのであれば、未登録者を追加登録して登録団体の料金

を適用してください。そうでない場合は、個人的に登録者がいても一般の料金

を適用してください。ただし、登録団体が違っても選手全員が登録されていれ

ば登録団体の料金を適用します。 
   例えば、各学校で登録されている先生が先生のチームとして参加する場合は

登録扱いとします。 
 

Ｑ②  登録団体のチームと未登録のチームに差をつけてあるのはなぜですか。 
Ａ②  登録団体は年間の登録料を協会に納め、その登録料で協会の運営をまかなっ

ているほか、協会の事業を人的にも手伝っていただいております。そのため協

会では登録団体と未登録団体が混合する大会では登録団体の優遇措置をおこ

なっております。 
 
Ｑ③  では、上天草市サッカー協会に今から登録することはできますか。 
Ａ③  協会への登録は随時行っておりますので登録できます。ちなみに、同じ仲間

で２チーム出場される場合は、料金的にも変わりませんので登録することをお

勧めします。 
 

 

（８）その他 

 
Ｑ①  当日応援に来た人を選手として出場させることはできますか。 
Ａ①  参加資格を満たしていれば、追加登録として扱いますので、提出済の申込書

に氏名の記入をお願いします。ただし、試合の始まる前までとします。 
 
Ｑ② 抽選会にどうしても出席できないのですがどうしたらいいですか。 
Ａ② 止むを得ない理由で欠席される場合は、協会に必ずご一報ください。なおこ

の場合は抽選や会議での決定事項は一任していただきます。 


